
13医療法、臨検法、薬事法及び獣医療法においては、現在検討中。

各段階における安全規制の概要
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埋設施設に応じた安全確保の仕組み
埋設事業は、「原子炉等規制法」、「放射線障害防止法」等※の安全規制を受けるとともに、「放射性廃棄物埋設施設の安全審

査の基本的考え方」に示されている考え方に基づき、埋設対象廃棄物の放射能レベルに応じて、 コンクリートピット型埋設、トレ
ンチ型埋設が行われ、埋設施設の安全性が確保されます。

コンクリートピット型埋設
① 放射性物質の閉じ込め

ピットには廃棄体の間に隙間が残らないように、充填材を充填し、
コンクリートピットにより放射性物質を閉じ込める。

② ピット内への水の浸入抑制
ピットの上面・側面を、土砂等(必要に応じて粘土(ベントナイト)を

混合した土)で締め固め、水の浸入を抑制。

トレンチ型埋設
① 放射性物質の移行抑制

周辺土壌により放射性物質の生活環境への移行を抑制。

トレンチ型埋設地に埋設される廃棄物は、もともと放射性レベルが極めて低いため、コンクリートピットなどの人工構築物
が無くとも周辺土壌によって放射性物質が生活環境へ移行することが抑えられ、安全が確保される。

放射能は時間とともに減衰するので、将来コンクリートピットの機能が低下した場合でも周辺土壌などによって、放射性
物質が生活環境へ移行することが抑えられ、安全性が確保される。

土砂など

フレキシブルコンテナ等に収納したコンクリート等廃棄物の例

※ 医療法、臨検法、薬事法及び獣医療法
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埋設施設に応じた安全管理の方法

管理期間

ピット型埋設

トレンチ型埋設

第１段階

・漏出の状況の監視
・漏出のないことの監視

・埋設設備の修復

・掘削等の制約

・周辺監視区域の設定
・地下水中の放射性物質濃度の監視
・排水・監視設備により排水

埋設保全区域の設定、巡視点検、覆土の補修、環境モニタリング

第３段階第２段階

管
理
内
容

-

時間

埋設開始 管理終了

約 50年

管理期間

埋設段階

保全段階

覆土 埋設段階

・漏出の状況の監視

・周辺監視区域設定

・地下水中の放射性物質濃度の監視

埋設保全区域の設定、巡視点検、覆土の補修、環境モニタリング

・掘削等の制約

保全段階

管
理
内
容

-

埋設した廃棄物に起因
する線量が被ばく管理の
観点から管理を要しない
低い線量となる時点で管
理が終了します。

文部科学省パンフレット、日本原燃(株)パンフレットを参考に作成

文部科学省パンフレット、日本原燃(株)パンフレットを参考に作成

時間

埋設開始 管理終了

約 300 年

覆土

第1段階

第2段階

第3段階

高

放
射
能

低

高

放
射
能

低

管理期間

ピット型埋設

トレンチ型埋設

第１段階

・漏出の状況の監視
・漏出のないことの監視

・埋設設備の修復

・掘削等の制約

・周辺監視区域の設定
・地下水中の放射性物質濃度の監視
・排水・監視設備により排水

埋設保全区域の設定、巡視点検、覆土の補修、環境モニタリング

第３段階第２段階

管
理
内
容

- 第１段階

・漏出の状況の監視
・漏出のないことの監視

・埋設設備の修復

・掘削等の制約

・周辺監視区域の設定
・地下水中の放射性物質濃度の監視
・排水・監視設備により排水

埋設保全区域の設定、巡視点検、覆土の補修、環境モニタリング

第３段階第２段階

管
理
内
容

- 第１段階

・漏出の状況の監視
・漏出のないことの監視

・埋設設備の修復

・掘削等の制約

・周辺監視区域の設定
・地下水中の放射性物質濃度の監視
・排水・監視設備により排水

埋設保全区域の設定、巡視点検、覆土の補修、環境モニタリング

第３段階第２段階

管
理
内
容

-

時間

埋設開始 管理終了

約 50年

管理期間

埋設段階

保全段階

覆土 埋設段階

・漏出の状況の監視

・周辺監視区域設定

・地下水中の放射性物質濃度の監視

埋設保全区域の設定、巡視点検、覆土の補修、環境モニタリング

・掘削等の制約

保全段階

管
理
内
容

- 埋設段階

・漏出の状況の監視

・周辺監視区域設定

・地下水中の放射性物質濃度の監視

埋設保全区域の設定、巡視点検、覆土の補修、環境モニタリング

・掘削等の制約

保全段階

管
理
内
容

-

埋設した廃棄物に起因
する線量が被ばく管理の
観点から管理を要しない
低い線量となる時点で管
理が終了します。

文部科学省パンフレット、日本原燃(株)パンフレットを参考に作成

文部科学省パンフレット、日本原燃(株)パンフレットを参考に作成

時間

埋設開始 管理終了

約 300 年

覆土

第1段階

第2段階

第3段階

高

放
射
能

低

高

放
射
能

低
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埋設事業に向けた関係機関の協力体制
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廃棄物発生者から埋設施設までの廃棄体の流れ

各発生者
浅地中
埋設施設

RI協会

原子力機構

RANDEC

核燃料サイクル工学研究所

原子力科学研究所・大洗研究開発センター

原子力機構以外の研究機関、大学、医療機関、民間企業等

廃棄体化処理施設 (計画中)

炉規制法廃棄物の
廃棄体化処理の委託

海上及び陸上輸送

RI廃棄物の
廃棄体化処理の委託

廃棄体

廃棄体

廃棄体

(廃棄体化処理施設)

廃棄体

その他の拠点

炉規制法廃棄物の
廃棄体化処理の委託

廃棄体化処理施設 (計画中)

各発生者
浅地中
埋設施設

RI協会

原子力機構

RANDEC

核燃料サイクル工学研究所

原子力科学研究所・大洗研究開発センター

原子力機構以外の研究機関、大学、医療機関、民間企業等

廃棄体化処理施設 (計画中)

炉規制法廃棄物の
廃棄体化処理の委託

海上及び陸上輸送

RI廃棄物の
廃棄体化処理の委託

廃棄体

廃棄体

廃棄体

(廃棄体化処理施設)

廃棄体

その他の拠点

炉規制法廃棄物の
廃棄体化処理の委託

廃棄体化処理施設 (計画中)
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事
業
許
可
申
請
前
・
申
請
中

要請

廃棄物発生者【機構・大学・民間】

実施計画の策定

埋設事業概況説明

埋設対象廃棄物の調査

埋設対象廃棄物
保管数量、発生見込数量、委託予定を決定

回答

至近の埋設計画説明

埋設施設の種類、埋設予定廃棄体の
種類及び数量、事業開始予定時期

至近の埋設計画期間中の埋設対
象廃棄物の調査 要請及びHPに掲載

回答

埋設対象廃棄体の種類、数量、放射能
インベントリ、廃棄体の基準の決定

埋設事業許可申請書の作成

埋設施設の立地条件

安全評価の実施

協力

廃棄体確認実施機関

至近の埋設計画期間中の埋設対象廃棄物
廃棄体種類、数量、放射能インベントリ及

びこれらの根拠

埋設事業許可申請
(安全審査受審)

通知・説明

埋設事業に係る廃棄物発生者との調整・情報交換(1)
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許可された埋設対象廃棄体の種類、数量、
放射能インベントリ、廃棄体の基準等

通知・説明

埋設事業許可の取得
事
業
許
可
取
得
後 廃棄体確認要領等の検討及び策定情報の共有

埋
設
事
業
開
始
後

次年度埋設計画説明

要請

回答

次年度埋設対象廃棄体の調査

次年度埋設予定対象廃棄体
廃棄体の種類、数量、放射能インベントリ、
確認検査予定時期、廃棄体搬入予定時期及び
方法

廃棄体確認申請

通知

廃棄体確認申請書の作成

確認要領決定

廃棄体確認要領に基づく必要データ

廃棄体確認の実施情報の共有

次年度計画の策定

廃棄体確認証

交付
廃棄体確認結果・実施内容

通知

埋設事業に係る廃棄物発生者との調整・情報交換(2)
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発生量低減への対応(ＪＡＥＡの例)

廃棄物発生量低減に向けた考え方
１）管理区域に不要なものは持ち込まない。

・梱包材の取り外し、必要最低限の工事用物品
・薬品、試薬、ペンキ類は小分け、過剰養生は避ける。

２）放射性と非放射性をしっかり区別する。
・サーベイの実施
・有害物質の使用時は放射性物質との接触を避ける。

３）再利用、再使用する。
・機械設備交換は、分解後、必要な部品のみ交換
・足場材、金属パイプ等は共通使用
・使い捨て乾電池からソーラタイプ、充電式電池へ
・綿手類は洗濯等により数回使用
・ペーパータオルからエアータオルへ
・日常の点検記録紙は裏面使用

４）分別、減容を徹底する。
・啓発活動の徹底(分別)
・可能な限り、細断、圧縮、固縛
・収納効率の高いコンテナの使用

５）その他
・良好事例の他の拠点への反映
・工事業者等への具体的な指導
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2,000 

3,000 

4,000 

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

（本/年） 原科研*

大洗セ
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Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

（本/年）
核サ研

•放射性廃棄物は、発生元で如何に減らすかが重要
•最近の廃棄物発生量は減少傾向

最近の発生量

＊原科研においては、旧ＪＲＲ－３の改造工事に伴って発生した放射
能レベルの非常に低いコンクリート（約4,000トン）のクリアランスを申請
（H19年11月8日）、H20以降、順次クリアランス実施。

(参考)
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原子力科学研究所

核燃料サイクル
工学研究所

大洗研究開発センター

既施設

東海固体廃棄物
廃棄体化施設（TWTF)

東海固体廃棄物
廃棄体化施設（TWTF)

固体廃棄物減容
処理施設（OWTF)

固体廃棄物減容
処理施設（OWTF)

TRU高線量系
廃棄体化処理施設

TRU高線量系
廃棄体化処理施設

高減容処理施設高減容処理施設

既存の処理施設等を活用・併用しつつ、集約して廃棄体化処理を行うことを検討

茨城地区におけるＪＡＥＡの合理的な処理（案）

新規廃棄体化処理施設

新規廃棄体化処理施設

(参考)
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ＪＡＥＡにおける廃止措置の状況について

むつ事務所
廃止措置中

・むつ地区燃料・廃棄物取扱棟（H18.10認可）

東海研究開発センター
廃止済

・放射性物質放出実験装置（VEGA)
廃止措置中

・高温ガス炉臨界実験装置（VHTRC） （H18.11認可）
・研究炉２（JRR-２）（H18.11認可）
・ホットラボ
・再処理特別研究棟
・冶金特別研究棟
・セラミック特研
・プルトニウム研究2棟
・再処理試験室
・同位体分離研究施設

原子炉廃止措置
研究開発センター

・新型転換炉「ふげん」
廃止措置中(H20.02認可）

人形峠環境技術センター
廃止措置中
・製錬転換施設
廃止措置準備中
・濃縮工学施設
・ウラン濃縮原型プラント

廃止措置準備中
・東海地区ウラン濃縮施設
・液体処理場
・圧縮処理装置
・プルトニウム研究１棟
・高性能トカマク開発試験装置（JFT-2M)
・ウラン濃縮研究棟
・プルトニウム燃料第2開発室
・バックエンド研究施設空気雰囲気セル
・廃棄物安全試験施設（WASTEF)
・自由電子レーザー(FEL)

高崎量子応用研究所
廃止措置中
・2号電子加速器照射施設

大洗センター
廃止措置中

・重水臨界実験装置（DCA） （H18.10認可)
廃止措置準備中

・ナトリウムループ施設

事業計画検討中
・東海再処理施設
・保障措置技術開発試験室（SGL)

継続利用
・バックエンド技術建家
・大型非定常試験装置（LSTF)

中期計画には34施設の廃止措置計画を記載

那珂核融合研究所
廃止済
・粒子工学試験施設の一
部

(参考)
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ＪＡＥＡにおける研究開発の考え方

その他
その他その他

技術・情報の集約
情報の発信

廃止措置
エンジニアリング

システム

クリアランスレベル
検認/評価システム

原子炉廃止措置
研究開発セン
ター（ふげん）

人形峠環境技
術センター

東海研究開発
センター

廃止措置
データベース

水ジェット切断

作業・技術の分析

クリアランスレベル検認評価システム
・施設情報、汚染情報等をDB化し、評価システムを構築
・核種選定、判断基準等クリアランス検認の・核種選定、判断基準等クリアランス検認の実施を支援

廃止措置エンジニアリングシステム
・廃止措置規制、施設情報、運転状況等をDB化し、支援システムを構築
・被ばく評価、コスト評価など・被ばく評価、コスト評価など廃止措置計画作成、実施に有用な情報を提供

将来の大型原子力施設の効率

的な廃止措置に向け、経験の

蓄積、適用技術の評価

他の拠点

トリチウム除去 系統除染
遠心機処理

解体工法
の検証

バックエンド推進部門

拠点では、施設に個有な課題
に係る技術開発を実施。バックエンド推進部門では、拠点に共

通する課題に係る技術開発を実施。

国内外における廃止措置プロジェクト・規制等の情報

(参考)
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